
平成３０年度  

(公社)日本カーリング協会Ｃ級公認審判員養成講習会開催要項（帯広市） 

 

１．趣  旨  公認審判員制度に基づき、カーリング競技のレベルアップを図り審判技術の向上 

と審判員の育成のためにＣ級公認審判員を養成する。 

２．主  催   公益社団法人 日本カーリング協会、北海道カーリング協会 

３．主  管  帯広カーリング協会 

４．開催期日  平成３０年 １０月２１日（日） 

５．開催場所  講義：社会福祉法人多機能ホーム いなほ １F 地域交流室 

        〒080-0015   帯広市西５条南３７丁目１番７号  0155 -49 - 7700 

                    (ヤマダ電気様 北側) （上履きをご持参ください） 

実技：カールプレックスおびひろ 

        〒080-0871  帯広市清流東２丁目１３番地７  0155 - 67 - 7234 

６．参加対象  カーリングを始めて２年以上の経験者で且つ 28・29年度両年度を含む 2年以上 

（公社）日本カーリング協会競技者登録をしている事。 

 公認審判員としての活動を望む１８歳以上の者。 

７．開催条件  １０名程度以上の希望者がいない場合は、開催を見送る場合がある。 

８．講習内容及び日程予定 

             ９：００～ 受 付 

                   開講式 

                   講義１『日本カーリング協会の現状と定款』 

                   講義２『公認審判員制度と審判員の任務・役割』 

                   講義３『競技規則』 

                   実技４『審判実技』（カーリングシューズ持参） 

                   検定筆記試験 

             １８：００ 閉講式  （予定） 

９．受 講 料 受講料及び認定手数料として 3,500 円（受講料 2,500 円＋ＪＣＡ認定料 1,000 円を 

       当日受付にてお支払いください。（2015 年改定競技規則および資料代込み） 

10．講 師 本講習会の講師は規定により（公社）日本カーリング協会公認Ａ級およびＢ級審判 

       員等があたる。 

             主任検定員 公認＊級審判員        （＊＊協会） 

               検定員 公認＊級審判員         （＊＊協会） 

11．参加申込 別紙申込書により、平成 30 年 10 月 10 日(水)までに北海道カーリング協会事務局

に申し込むこと。 

〒062-0905 

札幌市豊平区豊平５条１１丁目１－１北海道立総合体育センター内 

北海道カーリング協会事務局 

                    E-MAIL：curling-hca@tiara.ocn.ne.jp 

ＦＡＸ ０１１－８１５－８８２９ 

12.そ の 他  

・参加に要する経費は各自が負担するものとします。 

・合格者には日本カーリング協会からＣ級公認審判員としての認定証及び指導者手帳 

  が交付されます。 

・資格取得者は「北海道カーリング協会公認指導者等の会」年会費として 2019 年度

より年 5,000円（学生 1,000円）の会費を納めることになります。 

・本講習会は参加しやすいように１日間の日程で開催いたしますので、遅刻や早退は 

  認められませんのでご承知おき下さい。（全単位の取得が条件です） 


